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福
岡
市
の
公
園
の
樹
木

剪
定
委
託
事
業
者
に
よ
る

水
増
し
請
求
が
今
年
２
月

に
発
覚
し
ま
し
た
。
水
増

し
請
求
は
市
内
１
２
３
事

業
者
の
う
ち
99
事
業
者
が

行
っ
て
お
り
、
遡
れ
る
５

年
間
だ
け
で
も
委
託
件
数

の
３
割
に
当
た
る
４
５
０

件
の
不
正
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
ま
す
。
市
は
不
正

請
求
さ
れ
た
総
額
が
５
１

３
６
万
円
に
上
っ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
覚

当
初
は
、「
事
務
処
理
上

の
ミ
ス
」
で
あ
り
、
返
還

し
て
も
ら
え
ば
問
題
な
い

か
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
同
じ
領

収
書
の
コ
ピ
ー
を
繰
り
返

し
使
い
ま
わ
し
て
い
る
こ

と
か
ら
ミ
ス
と
は
言
い
難

く
、
市
民
の
税
金
を
詐
取

し
た
こ
と
は
見
過
ご
せ
ま

せ
ん
。
地
区
労
連
が
加
盟

す
る
市
民
の
会
で
は
、
５

月
２6
日
に
「
樹
木
剪
定
不

正
問
題
に
関
す
る
申
入

れ
」
を
行
い
、
刑
事
告
発

を
要
請
し
ま
し
た
。

福
岡
市
は
、
こ
の
事
件

の
７
割
に
関
与
し
て
い
る

株
式
会
社
幸
陽
庭
園
土
木

に
対
し
て
、「
長
期
間
に

わ
た
っ
て
本
市
等
に
多
額

の
被
害
を
生
じ
さ
せ
た
悪

質
な
案
件
で
あ
る
」
と
判

断
し
中
央
警
察
署
に
刑
事

告
発
し
ま
し
た
。

市
議
会
で
は
、
高
島
市

長
に
対
し
て
不
正
事
業
者

が
市
長
の
パ
ー
テ
ィ
ー
券

購
入
に
関
与
し
て
い
な
い

の
か
質
問
が
上
が
り
ま
し

た
が
「
明
ら
か
に
す
る
義

務
は
な
い
」
と
答
弁
を
拒

否
し
て
い
ま
す
。
こ
の
問

題
は
今
年
11
月
２0
日
の
市

長
選
挙
の
争
点
の
一
つ
に

な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
、
高
島
市
長
は
、
福
岡

市
政
治
倫
理
条
例
に
沿
っ

て
明
ら
か
に
す
べ
き
で
す
。
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航空自衛隊春日基地で要請行動 春日市から福岡市へ行進横断幕の
引き継ぎ

新宮町役場で引き継ぎ式

スタディングで核兵器のない世界の
実現を呼びかける

「核拡散防止条約を守る町」を掲げる
新宮町役場

歓迎集会 in 警固公園

〈
樹
木
剪
定
事
件
〉

福
岡
市
が
刑
事
告
発
へ

高
島
市
長
は
政
治
責
任
で
解
任
を

政府は核兵器禁止条約の批准を

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

●
福
岡
県
労
連

第
３３
回
定
期
大
会

８
月
２1
日
（
日
）
10
：

核
兵
器
の
な
い
平
和
で

公
正
な
世
界
を
め
ざ
し
て

各
地
を
リ
レ
ー
す
る
「
原

水
爆
禁
止
国
民
平
和
大
行

進
」
の
行
進
横
断
幕
が
、

７
月
1２
日
に
春
日
市
か
ら

福
岡
市
に
引
き
継
が
れ
ま

し
た
。

福
岡
市
で
の
リ
レ
ー
は

７
月
1２
日
か
ら
７
月
1５
日

で
行
わ
れ
、
同
月
1５
日
に

新
宮
町
へ
引
き
渡
さ
れ
ま

し
た
。

今
年
は
昨
年
と
同
様
に

行
進
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
車
で
行
進
横
断
幕

を
リ
レ
ー
し
、
市
役
所
・

全
区
役
所
な
ど
で
出
発
式

を
行
い
、
ま
た
、
ア
メ
リ

カ
領
事
館
・
九
州
電
力
・

航
空
自
衛
隊
に
要
請
行
動

を
行
い
ま
し
た
。

1２
日
は
警
固
公
園
に
て

歓
迎
集
会
が
行
わ
れ
、「
核

兵
器
禁
止
条
約
　
日
本
政

府
も
批
准
を
」「
ウ
ク
ラ

イ
ナ
に
平
和
を
」
な
ど
の

横
断
幕
や
プ
ラ
カ
ー
ド
を

掲
げ
、
核
兵
器
の
な
い
公

正
な
世
界
の
実
現
を
ア
ピ

ー
ル
し
ま
し
た
。
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樹木剪定問題の刑事告発を市長に要請
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人
事
院
勧
告
は
正
規

労
働
者
の
標
準
賃
金

８
月
号
が
職
場
に
届
く

８
月
は
じ
め
に
人
事
院
は

政
府
と
国
会
に
国
家
公
務

員
の
給
与
と
し
て
勧
告
し

ま
す
。
そ
の
た
め
人
事
院

勧
告
は
国
家
公
務
員
の
賃

金
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
実
態
は
「
日
本
の
正

規
労
働
者
の
標
準
賃
金
」

で
す
。
理
由
は
勧
告
の
仕

組
み
に
あ
り
ま
す
。

全
国
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
各

人
事
院
地
方
事
務
局
の
職

員
が
、
春
闘
で
確
定
し
た

民
間
労
働
者
の
賃
金
を
４

月
中
旬
か
ら
６
月
中
旬
に

か
け
て
、
直
接
民
間
企
業

に
足
を
運
び
（
コ
ロ
ナ
禍

で
は
郵
送
な
ど
）
各
企
業

の
賃
金
な
ど
労
働
条
件
の

聞
き
取
り
調
査
を
し
ま

す
。
通
常
「
民
調
」
と
呼

ん
で
い
ま
す
。

民
間
調
査
の
内
容
は
５0

人
以
上
の
規
模
の
公
務
の

職
場
に
働
く
所
長
、課
長
、

係
長
な
ど
の
経
験
年
数
な

ど
と
同
等
規
模
の
民
間
企

業
職
場
と
の
比
較
で
す
の

で
、
日
本
の
正
規
職
員
の

標
準
賃
金
に
な
り
ま
す
。

ま
た
比
較
方
法
は
、
今

年
の
春
闘
で
決
ま
っ
た
民

間
賃
金
と
、
昨
年
の
公
務

が
高
く
地
方
が
低
け
れ

ば
、
労
働
者
は
最
低
賃
金

額
が
高
い
都
市
部
に
集
中

し
、
最
低
賃
金
額
が
低
い

地
方
部
は
人
口
が
減
少
し

経
済
も
疲
弊
し
ま
す
。
地

方
の
疲
弊
に
手
を
貸
し
て

い
る
の
が
東
京
と
地
方
で

最
大
２0
％
の
差
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
国
家
公
務
員
の

「
地
域
手
当
」
で
す
。

国
家
公
務
員
労
働
組
合

九
州
ブ
ロ
ッ
ク
と
福
岡
県

国
公
（
国
家
公
務
員
労
働

組
合
福
岡
県
協
議
会
）は
、

人
事
院
九
州
事
務
局
と
の

交
渉
で
毎
年
要
求
交
渉
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
全
国

一
律
最
低
賃
金
の
運
動

と
、「
地
域
手
当
」
廃
止

の
運
動
の
協
力
共
同
の
取

り
組
み
が
重
要
で
す
。
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員
賃
金
と
の
比
較
で
出
さ

れ
た
差
額
で
あ
り
そ
の
差

額
が「
官
民
格
差
」＝「
人

事
院
勧
告
」
に
な
り
、
こ

う
し
て
出
さ
れ
た
人
事
院

勧
告
は
７
７
０
万
人
の
労

働
者
の
賃
金
に
影
響
を
与

え
ま
す
。

生
計
費
重
視
の
人
事

院
勧
告
を
要
求

日
本
の
労
働
者
の
賃
金

は
３0
年
間
上
が
っ
て
い
ま

せ
ん
。
そ
の
要
因
の
一
つ

に
「
民
間
準
拠
」
方
式
の

人
事
院
勧
告
が
あ
り
ま

す
。
７
７
０
万
人
の
労
働

者
に
影
響
が
あ
る
人
事
院

勧
告
が
、
賃
金
が
上
が
ら

な
い
民
間
賃
金
に
準
拠
し

て
い
る
こ
と
に
問
題
が
あ

り
ま
す
。

国
家
公
務
員
法
の
通
り

の
国
家
公
務
員
労
働
者
の

生
計
費
を
基
本
に
し
た
方

式
に
切
り
替
え
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
公
務
労
組
連

絡
会
や
国
公
労
連
は
日
本

の
労
働
者
の
賃
金
を
引
き

上
げ
る
た
め
の
政
策
的
賃

金
引
き
上
げ
を
す
べ
き
と

要
求
し
て
い
ま
す
。

人
事
院
勧
告
が
上
が
れ

ば
７
７
０
万
人
の
労
働
者

の
賃
金
を
引
き
上
げ
る
こ

と
が
で
き
、
民
間
労
働
者

の
賃
金
が
上
が
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

東
京
よ
り
２０
％
低
い

国
家
公
務
員
の
職
場
は

東
京
に
あ
る
中
央
省
庁
の

ほ
か
に
、
地
方
の
職
場
が

北
海
道
か
ら
沖
縄
の
離
島

ま
で
全
国
津
々
浦
々
に
あ

り
、
全
国
の
職
場
で
同
じ

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
東
京
と
地
方

で
最
大
２0
％
も
の
賃
金
差

が
「
地
域
手
当
」
と
い
う

名
称
で
２
０
０
５
年
か
ら

つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

当
時
労
働
組
合
は
、
ど

こ
で
仕
事
を
し
て
も
「
同

一
労
働
同
一
賃
金
」
原
則

か
ら
、
２
０
０
５
年
当
時

全
国
の
国
家
公
務
員
労
働

組
合
が
強
く
反
対
す
る
運

動
を
行
い
ま
し
た
。
し
か

し
当
時
の
小
泉
政
権
に
よ

っ
て
強
行
導
入
さ
れ
現
在

も
継
続
し
て
い
ま
す
。

全
国
一
律
最
低
賃
金

実
現
と
共
同
の
取
り

組
み
が
重
要

都
市
部
と
地
方
で
大
き

な
差
が
あ
る
最
低
賃
金

を
、
全
労
連
と
全
国
の
県

労
連
は
「
全
国
一
律
最
低

賃
金
実
現
」
を
め
ざ
し
て

運
動
を
展
開
し
て
い
ま

す
。
最
低
賃
金
額
は
都
市

２
０
０
０
年
代
以
降
労

働
法
制
の
規
制
緩
和
が
急

激
に
進
め
ら
れ
、
労
働
者

派
遣
法
が
改
悪
さ
れ
、
今

で
は
非
正
規
労
働
者
が
４

割
を
超
え
、
そ
の
５
割
は

女
性
で
す
。
２0
年
以
上
労

働
者
の
賃
金
は
上
が
ら

ず
、
実
質
賃
金
は
下
が
っ

て
お
り
、
年
金
問
題
と
大

き
く
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

今
の
年
金
制
度
は
、
国

民
基
礎
年
金
は
個
人
が
納

め
る
年
金
保
険
料
と
税

金
、
労
働
者
は
原
則
厚
生

年
金
に
加
入
し
企
業
と
折

半
し
て
、
年
金
保
険
料
を

負
担
し
て
い
ま
す
。

非
正
規
労
働
者
の
拡
大

は
、
厚
生
年
金
に
加
入
で

き
な
い
労
働
者
が
拡
大

し
、国
民
年
金
保
険
料（
月

額
１
６
，
５
９
０
円
）
が

支
払
え
な
い
労
働
者
が
増

え
て
い
ま
す
。
労
働
者
の

安
定
雇
用
と
、
全
国
一
律

最
賃
制
１
５
０
０
円
な
ど

大
幅
賃
上
げ
が
必
要
で
す
。

年
金
制
度
は
度
々
改
悪

さ
れ
、
物
価
も
賃
金
も
プ

ラ
ス
の
場
合
は
、
物
価
指

数
と
賃
金
指
数
を
比
べ
低

い
ほ
う
に
合
わ
せ
、
物
価

も
賃
金
も
下
が
っ
た
場
合

は
大
き
い
ほ
う
に
基
準

に
、
年
金
を
下
げ
る
物
価

ス
ラ
イ
ド
制
に
変
更
し
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
自
動
的

に
年
金
を
引
き
下
げ
る

「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ

ド
」
を
導
入
し
、
将
来
的

に
年
金
を
下
げ
続
け
ま

す
。物
価
が
急
騰
す
る
中
、

今
年
も
４
月
か
ら
年
金
は

引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
10
年
間
で
年
金
支
給

額
は
、
実
質
６
・
７
％
も

引
き
下
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

年
金
制
度
は
、
す
べ
て

の
国
民
の
老
後
の
た
め
で

す
。
高
齢
者
も
現
役
労
働

者
も
力
を
合
わ
せ
て
改
善

し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。（
年
金
者
組
合
福
岡

県
本
部
　
木
原
）

重
要
な
全
国
一
律
最
低
賃
金
と
公
務
員
賃
金
引
き
上
げ

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
で

�

下
が
り
続
け
る
年
金

天
気
象
庁
気
象
研
究
所

所
長
の
高
野
清
治
氏
は
、

地
球
温
暖
化
に
つ
い
て
２

０
２
１
年
に
公
表
さ
れ
た

Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｃ
（
気
候
変
動
に

関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル
）

の
第
６
次
評
価
報
告
書
第

１
次
作
業
部
会
報
告
書
で

「
人
間
の
影
響
が
大
気
、

海
洋
及
び
陸
域
を
温
暖
化

さ
せ
て
き
た
こ
と
に
は
疑

う
余
地
が
な
い
」「
向
こ

う
数
十
年
の
間
に
二
酸
化

炭
素
及
び
そ
の
他
の
温
室

効
果
ガ
ス
の
排
出
が
大
幅

に
減
少
し
な
い
限
り
、
２1

世
紀
中
に
、
地
球
温
暖
化

は
１
・
５
℃
及
び
２
℃
を

超
え
る
」
と
い
う
書
き
ぶ

り
に
な
っ
た
こ
と
の
一
つ

の
要
因
と
し
て
数
値
シ
ミ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
役
割
が

あ
る
と
し
、
ノ
ー
ベ
ル
物

理
学
賞
を
受
賞
さ
れ
た
真

鍋
淑
郎
さ
ん
の
功
績
に
も

触
れ
ま
し
た
。
数
値
シ
ミ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は｢

大

気
と
海
を
格
子
で
分
割

し
、
物
理
法
則
を
も
と
に

計
算
」
す
る
気
候
モ
デ
ル

に
よ
り
、
ス
ー
パ
ー
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
上
に
気
候
を

再
現
す
る
こ
と
で
す
。
真

鍋
さ
ん
は
大
気
と
海
洋
か

ら
な
る
気
候
モ
デ
ル
の
基

礎
を
つ
く
り
、
二
酸
化
炭

素
に
よ
る
地
球
温
暖
化
研

究
を
発
展
さ
せ
た
こ
と
が

評
価
さ
れ
て
ノ
ー
ベ
ル
賞

を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
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気候モデル基礎をつくった
真鍋博士のノーベル賞の意義

〈労働組合と地球環境問題を考える⑦〉




